
一
．
寛
政
期
水
戸
学
論
の
問
題
点

　
水
戸
学
と
は
、
光
圀
以
来
の
広
義
で
使
用
さ
れ
る
場
合
と
違
っ
て
、
正
確

に
は
寛
政
期
か
ら
天
保
期
の
か
け
て
、『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
に
取
組
む

な
か
で
、
内
憂
外
患
の
危
機
を
鋭
敏
に
感
じ
取
っ
た
水
戸
藩
の
学
者
た
ち
の

思
想
的
営
為
の
な
か
か
ら
形
成
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
。
た
だ
し
、
水
戸
学
は

学
派
と
い
え
る
ほ
ど
の
理
論
的
整
合
性
・
体
系
性
は
も
ち
え
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
幸
い
し
て
、
柔
軟
で
多
様
な
解
釈
と
応
用
を
可
能

に
し
、
幕
末
以
後
、
政
治
的
・
道
徳
的
に
多
大
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　
そ
の
始
点
と
な
っ
た
寛
政
期
の
研
究
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
大
略
、
次

の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き 

。
（
１
）
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藤
田
幽
谷
の
思
想
的
展
開

―
　寛
政
と
文
化
の
封
事
の
違
い
に
み
る
　―
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な
に
よ
り
も
最
初
は
立
原
翠
軒
の
出
現
で
あ
る
。
翠
軒
は
寛
延
二
年
（
一

七
四
九
）
に
『
大
日
本
史
』
紀
伝
の
浄
写
が
終
わ
り
、
以
後
、
高
閣
に
束
ね

ら
れ
て
中
断
さ
れ
て
い
た
編
纂
事
業
を
再
開
さ
せ
た
人
で
あ
る
。
翠
軒
の
意

義
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
当
時
、
朱
子
学
を
信
奉
す
る
『
大
日
本

史
』
編
纂
所
で
あ
る
彰
考
館
の
学
者
の
な
か
で
、
翠
軒
は
古
学
、
仁
斎
学
と

徂
徠
学
を
も
学
ん
だ
人
で
あ
っ
た
。
と
く
に
徂
徠
学
は
道
徳
性
を
軽
視
す
る

傾
向
に
あ
っ
た
た
め
に
、
当
時
の
総
裁
で
あ
っ
た
名
越
南
渓
か
ら
忌
ま
れ
、

富
田
長
洲
の
教
誨
を
受
け
た
。
そ
の
た
め
に
翠
軒
の
出
世
は
遅
れ
、
宝
暦
一

三
年
（
一
七
六
三
）
二
〇
歳
の
と
き
に
江
戸
史
館
書
写
場
庸
、
二
三
歳
の
明

和
三
年
（
一
七
六
六
）
水
戸
史
館
編
集
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
裁

に
就
任
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
二
〇
年
後
の
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
四
三

歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
徂
徠
学
を
学
ん
だ
た
め
に
翠
軒
の
出
世
は
遅
れ
た
が
、
徂
徠
学
は
以
後
の

水
戸
学
の
性
格
を
大
き
く
変
え
た
。
第
一
に
『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
の
側

面
で
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で
は
主
と
し
て
天
皇
と
臣
下
の
伝
記
で
あ
る
紀
伝
の

編
纂
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
方
法
は
、
道
徳
性
を
重
視
す
る
朱
子
学
的
な

名
分
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
紀
伝
体
の
書
で
は
紀
伝
の
理
解
を
深

め
る
た
め
に
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
分
野
別
の
歴
史
を
記
述

し
た
志
と
官
僚
の
一
覧
表
で
あ
る
表
と
が
、
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
求
め
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
分
野
別
の
志
の
編
纂
は
道
徳
性
中
心
の
朱
子
学
者
に

は
、
方
法
的
に
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
当
時
、
こ
の
方
面
の
研
究
は
未
確
立

で
あ
っ
た
。
翠
軒
出
現
以
前
の
『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
に
お
い
て
、
志
類

の
編
纂
が
ほ
と
ん
ど
進
ま
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
徂
徠
学
は
、
儒
教
を
外
面
化
さ
せ
た
政
治
学
と
し
て
、
多

様
な
知
識
を
求
め
た
。
ま
た
方
法
論
と
し
て
の
古
文
辞
学
は
、
聖
典
で
あ
る

六
経
の
理
解
の
た
め
に
、
諸
子
百
家
の
多
様
な
学
問
を
研
究
す
る
こ
と
を
求

め
た
。
さ
ら
に
公
私
は
別
と
し
て
、
私
的
世
界
で
の
自
由
な
活
動
を
認
め
て

い
た
。
徂
徠
学
は
多
様
な
分
野
を
研
究
対
象
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

学
問
的
態
度
が
、
以
後
の
水
戸
学
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
以
後
、『
大
日
本

史
』
の
志
類
の
編
纂
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
そ
れ
以
上
に
、
徂
徠
学
の
最
大
の
特
徴
は
政
治
学
で
あ
っ
た
点
に
あ
る
。

翠
軒
は
政
治
に
強
い
関
心
を
も
っ
た
。
眼
前
に
は
内
憂
の
危
機
、
農
村
荒
廃

が
あ
り
、
そ
こ
に
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
、
外
患
の
危
機
が
感
じ
ら
れ
る
現
状

で
あ
っ
た
。
翠
軒
は
早
く
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
、
朝
鮮
使
・
北
夷
・

一
向
宗
を
「
天
下
の
三
大
患
」
と
と
ら
え
て
、
老
中
松
平
定
信
に
上
書
し
た
。

ま
た
藩
政
に
関
し
て
も
、
翠
軒
ほ
ど
藩
主
に
直
言
し
た
人
物
は
い
な
い
と
い

わ
れ
た
ほ
ど
で
あ 

。

　
翠
軒
の
も
う
一
つ
の
意
義
は
、
多
く
の
優
秀
な
弟
子
を
育
て
た
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
政
治
的
な
強
い
関
心
、
危
機
意
識
は
弟
子
た
ち
に
継
承
さ

れ
た
。
か
く
し
て
寛
政
年
間
に
な
る
と
彰
考
館
を
中
心
に
、「
以
レ

身
任
レ

国
」「
立
原
の 

」
に
よ
っ
て
、
水
戸
藩
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
下
士
改

革
派
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
翠
軒
が
総
裁
に
登
用
さ
れ
て
以
後
、『
大
日
本

史
』
編
纂
事
業
が
再
開
さ
れ
た
の
み
で
な
く
、
水
戸
藩
の
学
問
的
性
格
は
大

き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
と
き
、
大
き
な
問
題
が
生
じ
た
。
藩
主
治
保

が
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
の
光
圀
百
年
遠
忌
を
期
し
て
、『
大
日
本
史
』

の
完
成
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
た
翠
軒
は
、
志
表
の
編
纂
は
光

圀
の
意
志
で
は
な
い
と
断
言
し
て
、
紀
伝
の
み
の
完
成
と
刊
行
を
建
言
し
た

の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
三
大
議
の
第
一
で
あ
る
志
表
廃
止
で
あ 

。

　
翠
軒
の
建
言
は
、
藩
主
の
意
志
を
奉
戴
し
た
苦
渋
の
選
択
で
あ
っ
た
。
背

後
に
は
財
政
難
に
苦
し
む
藩
政
府
の
事
業
終
了
、
彰
考
館
廃
館
の
方
針
が

あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
廃
志
の
方
針
は
彰
考
館
員
の
猛
反
発
を

受
け
た
。
紀
伝
体
の
書
に
は
、
志
表
は
当
然
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
結

局
、
翠
軒
は
光
圀
の
意
志
と
は
認
め
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
治
保
一
代
の
間

（
２
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る
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に
志
表
を
完
成
さ
せ
る
と
の
方
針
を
受
入
れ
た
。

　
治
保
一
代
の
間
に
完
成
さ
せ
る
と
の
方
針
は
、
当
時
の
水
戸
学
者
の
能
力

か
ら
い
っ
て
無
理
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
光
圀
の
意
志
と
認
め
な
い
こ
と

は
、
志
表
編
纂
の
方
針
が
不
確
定
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
問
題
を

正
面
か
ら
取
上
げ
た
の
が
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
八
月
二
九
日
の
藤
田

幽
谷
の
「
校
正
局
諸
学
士
に
与
ふ
」
で
あ
る
。
三
大
議
の
第
二
、
書
名
更
改

で
あ
る
。

　
幽
谷
は
『
大
日
本
史
』
の
書
名
に
は
四
不
可
が
あ
る
と
論
じ
て
、『
志
稿
』

と
改
め
る
よ
う
に
論
じ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
第
四
点
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
光
圀
は
紀
伝
と
志
表
が
完
成
し
て
か
ら
、
書
名
を
朝
廷
に
請
う
予
定
で

あ
っ
た
。
朝
廷
に
奏
上
せ
ず
に
『
大
日
本
史
』
と
称
す
る
の
は
、
朝
廷
を
蔑

ろ
に
す
る
行
為
で
あ
る
と
論
じ
て
、『
大
日
本
史
』
と
称
す
る
た
め
に
は
勅

許
を
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
幽
谷
は
、
な
ぜ
書
名
を
問
題
に
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
幽
谷
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
ま
た
当
時
の
水
戸

学
者
も
弁
明
し
て
い
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
。

　
紀
伝
体
の
書
と
は
、
道
徳
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
て
い
た
皇
帝
（
日
本
で

は
天
皇
）
と
臣
下
た
ち
を
、
道
徳
的
見
地
か
ら
記
述
し
た
伝
記
集
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
紀
伝
体
の
書
は
、
よ
り
道
徳
的
に
高
い
水
準
の
人
、
聖
人
が
編
纂

す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
聖
人
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
唐
以

後
は
皇
帝
の
大
権
行
為
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
天

皇
の
大
権
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
圀
は
私
的
に
紀
伝
体

の
書
を
編
纂
し
た
。
こ
れ
は
儒
教
理
論
上
、
天
皇
大
権
を
干
犯
す
る
行
為
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
正
面
か
ら
指
摘
し
て
は
、
少
な
く
と
も

儒
教
理
論
上
は
、
水
戸
家
の
浮
沈
に
か
か
わ
る
大
問
題
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
こ
で
一
歩
譲
歩
し
て
、
書
名
を
問
題
に
し
て
勅
許
を
え
る
こ
と
で
、『
大

日
本
史
』
編
纂
事
業
が
朝
廷
か
ら
公
認
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ

る
。

　
幽
谷
は
志
表
の
編
纂
が
光
圀
の
意
志
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
た
め

に
、
そ
れ
ま
で
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
儒
教
理
論
上
の
重
要
問
題
を
提
起
し

た
の
で
あ
る
。
紀
伝
体
の
書
の
編
纂
は
天
皇
の
大
権
行
為
で
あ
る
と
認
め
る

こ
と
は
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
判
断
は
天
皇
が
下
す
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
水
戸
学
は
尊
王
絶
対
化
の
思
想
を
形
成
し
て
い
く
。

　
尊
王
絶
対
化
の
思
想
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
。
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）

一
月
一
六
日
、
治
保
は
志
表
編
纂
は
光
圀
の
意
志
で
あ
る
と
認
め
、
志
表
の

編
纂
を
幽
谷
に
、
幽
谷
と
協
力
し
て
活
動
し
て
き
た
高
橋
坦
室
に
紀
伝
の
校

訂
を
委
任
し
た
。
一
方
、
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
ど
こ
ろ
か
、
享
和
年

間
に
な
っ
て
も
紀
伝
を
完
成
で
き
な
か
っ
た
翠
軒
は
治
保
の
信
頼
を
失
い
、

同
年
四
月
二
日
に
致
仕
し 

。

　
と
こ
ろ
で
、
治
保
の
新
方
針
を
水
戸
彰
考
館
に
伝
え
た
高
橋
坦
室
の
書
状

に
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
点
が
記
さ
れ
て
い
た
。
三
大
議
の
第
三
で
あ
る
論

賛
削
除
で
あ
る
。
論
賛
の
論
と
は
、
各
種
列
伝
を
立
て
る
趣
旨
を
記
し
た
も

の
で
あ
る
。
賛
と
は
紀
伝
の
本
文
は
史
実
に
基
づ
い
て
簡
潔
に
記
す
が
、
そ

れ
を
要
約
的
に
道
徳
批
判
し
た
短
文
で
あ
る
。
論
賛
削
除
と
い
う
が
、
と
く

に
問
題
に
な
っ
た
の
は
賛
で
あ
る
。

　
論
賛
削
除
は
治
保
の
意
志
と
し
て
通
告
さ
れ
た
。
理
由
は
易
姓
革
命
の
国

で
は
前
代
の
道
徳
批
判
を
自
由
に
し
て
も
よ
い
が
、
日
本
で
は
君
臣
の
名
分

が
定
ま
っ
て
い
て
、
上
世
の
天
皇
と
い
え
ど
も
皇
祖
で
あ
る
。
そ
れ
を
忌
憚

な
く
批
判
す
る
の
は
光
圀
の
意
志
に
反
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
決
定
で
は
な
く
、「
よ
ろ
し
く
詳
ら
か
に
議
す
べ 

」
と
、
藩
主
治
保

か
ら
の
提
案
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
天
皇
は
道
徳
批
判
の

対
象
に
な
ら
な
い
、
道
徳
性
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
三
大
議
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
当
時
、
水
戸
学
者
の
間
で
大
論
争
を
巻
き

起
こ
し
た
が
、
残
り
の
二
件
は
結
局
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
翌
年
の

（
５
）
た

（
６
）
し
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朝
廷
献
上
を
前
に
し
て
、
論
賛
は
論
の
大
幅
修
正
と
賛
の
削
除
が
藩
主
治
紀

の
裁
定
で
決
定
し 

。
ま
た
書
名
更
改
は
、
同
年
に
勅
許
を
え
た
こ
と
で
解

決
し
た
。

　
右
に
私
は
寛
政
期
の
水
戸
学
の
動
向
を
概
観
し
た
。
ま
ず
翠
軒
出
現
の
意

義
を
説
い
た
。
そ
れ
は
『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
の
再
開
で
あ
り
、
学
問
的

に
は
徂
徠
学
の
導
入
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
た
三
大
議

は
、
尊
王
絶
対
化
の
思
想
形
成
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
道
徳
の
問
題
が
中
心
で

あ
る
。
道
徳
と
い
え
ば
、
学
派
的
に
は
な
に
よ
り
も
朱
子
学
が
想
起
さ
れ

る
。
こ
の
二
つ
の
史
実
は
、
こ
れ
ま
で
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
矛
盾
し
た
大
き

な
問
題
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
水
戸
学
が
ど
の
よ
う
な
理
論
構
成
を
と

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
水

戸
学
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
っ
た
幽
谷
は
、
寛
政
の
中
頃
か
ら
理
論
的
著
作

を
残
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
直
接
、
理
論
構
成
の
変
容
を
論
じ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
幽
谷
の
寛
政
年
間
と
文

化
年
間
の
封
事
を
比
較
検
討
す
る
。
そ
こ
で
徂
徠
学
中
心
の
思
想
か
ら
、
朱

子
学
を
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

理
由
を
考
察
し
、
ま
た
水
戸
学
の
理
論
構
成
を
展
望
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

二
．
封
事
の
背
景

　
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
一
一
月
に
提
出
さ
れ
た
「
丁
巳
封
事
」
は
、
水

戸
学
を
代
表
す
る
著
作
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
年
は
前
節
で
も

み
た
よ
う
に
、
幽
谷
が
書
名
更
改
を
提
唱
し
て
、『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業

に
一
石
を
投
じ
た
年
で
あ
っ
た
。
編
纂
事
業
の
た
め
に
こ
の
年
、
翠
軒
と
幽

谷
は
江
戸
に
召
さ
れ
た
。
幽
谷
は
閏
七
月
一
八
日
に
、
翠
軒
は
八
月
二
二
日

に
江
戸
に
到
着
し 

。
そ
し
て
、
幽
谷
は
八
月
二
九
日
に
「
校
正
局
諸
学
士

に
与
ふ
」
を
書
い
て
、
水
戸
の
同
僚
に
『
大
日
本
史
』
編
纂
に
関
す
る
問
題

（
７
）
た（

８
）
た

点
を
提
起
し
た
の
み
な
ら
ず
、
一
〇
月
二
二
日
に
は
そ
れ
を
合
理
化
し
た

『
修
史
始
末
』
を
、
総
裁
で
あ
る
翠
軒
に
提
出
し
た
の
で
あ
っ 

。
当
時
の

幽
谷
は
優
秀
さ
を
認
め
ら
れ
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
二
四
歳

の
一
館
員
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
も
驚
く
べ
き
振
舞
い

で
あ
る
の
に
、
一
一
月
に
不
敬
故
に
役
禄
召
放
、
小
普
請
入
の
処
罰
を
受
け

 

「
丁
巳
封
事
」
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
幽
谷
の
政
治
へ
の
関
心
は
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
一
八
歳
の
と
き
に
、

皇
室
を
尊
敬
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
、
水
戸
学
を
代
表
す
る
論
文
と
み
な
さ

れ
て
き
た
「
正
名
論
」
を
著
し
た
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
初
期
か
ら
で
あ
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
翠
軒
の
影
響
に
よ
る
の
で
あ
る
。「
丁
巳
封
事
」
の
草
稿

に
あ
た
る
も
の
は
、
寛
政
六
年
は
じ
め
に
は
執
筆
さ
れ
て
い
た
。
今
、
そ
の

草
稿
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
「
長
久
保
赤
水
宛
書

簡
」
と
「
宍
戸
侯
御
内
書
愚
按
之
趣
書
付
相
窺
候
」
が
伝
え
ら
れ
て
い 

。

幽
谷
は
封
事
を
提
出
す
る
機
会
を
窺
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
幽
谷
に
と
っ
て
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
に
た
ず
さ
わ
り
、
天
皇
を
戴
く
日

本
の
道
徳
的
優
秀
性
を
認
識
す
る
こ
と
と
、
現
実
の
内
憂
・
外
患
の
危
機
的

状
況
の
克
服
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
危
機
意
識
は
、
同
僚
の
若

い
館
員
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。

　
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
一
〇
月
一
八
日
に
川
口
緑
野
（
二
七
歳
）・
高

橋
坦
室
（
二
九
歳
）・
長
久
保
天
祐
（
二
八
歳
）
と
幽
谷
は
奉
行
か
ら
指
扣

の
処
罰
を
受
け
た
。
彼
ら
が
遊
里
で
遊
ん
だ
の
で
、
彰
考
館
員
と
し
て
不
相

応
な
行
為
と
し
て
罰
せ
ら
れ
た
の
で
あ 

。

　
な
ぜ
幽
谷
た
ち
は
遊
里
に
通
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
丁
巳
封
事
」
に
幽

谷
は
そ
の
心
情
を
、
次
の
よ
う
に
吐
露
し
て
い 

。
侍
読
に
出
て
も
「
問
ふ

と
こ
ろ
は
章
を
摘
み
句
を
尋
ぬ
る
の
こ
と
に
過
ぎ
ず
。
胸
中
の 
蘊 
む
と
こ

つ

ろ
、
発
せ
ん
と
欲
す
る
も
由
な
し
」、「
君
心
の
非
を
格
す
能
は
ず
」。
職
務

は
「
文
史
」
で
「
国
家
を
益
す
る
な
し
」。
儒
者
と
し
て
主
君
に
諫
言
し
て
改

（
９
）
た

（
　
）
１０る

（
　
）
１１る

（
　
）
１２る

（
　
）
１３る
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革
を
実
施
す
る
の
が
職
務
な
の
に
、
と
て
も
そ
れ
は
で
き
な
い
。
そ
の
不
満

が
「
酒
を
混
へ
て
豪
放
し
、
狂
生
と
称
」
せ
ら
れ
る
行
為
に
走
ら
せ
る
。

時
に
或
は
微
行
し
て
、
夜
狭
邪
の
間
に
飲
む
。
俗
士
目
を
側
て
、
遂
に

心
を
粉
黛
に 
蠱 
す
者
と
科
を
同
じ
く
す
る
も
、
固
よ
り
恤
へ
ざ
る
と
こ

ま
ど
わ

ろ
な
り
。

　
危
機
感
を
抱
く
若
い
彼
ら
は
、
そ
れ
に
対
処
で
き
な
い
現
実
の
う
さ
を
、

酒
と
女
で
晴
ら
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
四
人
は
一
一
月
三
日
に
指
扣
御
免
に
な
っ
た
が
、
幽
谷
に
は
御
用
が
済
ん

だ
と
、
帰
国
が
命
じ
ら
れ
た
。
つ
い
で
四
人
は
七
日
に
御
目
通
り
御
免
に

な
っ
た
が
、
な
お
慎
の
身
で
あ
っ
た
。
八
日
の
夕
方
、
幽
谷
は
急
に
召
さ
れ

て
前
記
の
処
罰
を
申
渡
さ
れ 

。
こ
の
日
に
上
書
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
帰
国
を
命
じ
ら
れ
て
、
思
い
つ
め
て
い
た
幽
谷
は
決
断
し
た
。
水
戸
藩
主

は
定
府
で
、
水
戸
に
帰
国
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
治
保
も
寛
政
二
年

（
一
七
九
〇
）
か
ら
三
年
に
か
け
て
、
一
度
帰
国
し
た
だ
け
で
あ
る
。
諫
言

を
す
る
機
会
は
も
う
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
、「
丁
巳
封
事
」
で
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い 

。

臣
職
事
稍
竣
り
、
帰
郷
日
あ
り
。
卑
賤
の
遠
臣
、
公
府
を
辞
す
れ
ば
、

顔
色
を
望
見
せ
ん
は
、
そ
の
ま
た
何
れ
の
年
に
在
る
か
を
知
ら
ず
。
今

に
し
て
言
は
ざ
れ
ば
、
何
れ
の
時
に
か
言
ふ
べ
け
ん
。

　「
丁
巳
封
事
」
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
最
初
に
次
節
で
分
析
す

る
思
想
的
問
題
が
語
ら
れ
る
。
と
く
に
治
保
の
思
想
は
老
子
に
基
づ
く
と
、

強
く
批
判
し
た
。
次
に
内
憂
外
患
の
現
実
を
説
く
。
そ
し
て
当
面
の
最
大
の

問
題
と
し
て
二
弊
、
大
坂
の
借
金
と
内
帑
金
の
停
止
を
求
め
た
。
内
帑
金
の

問
題
で
は
、
治
保
は
「
好
貨
之
疾
」
が
あ
る
と
繰
返
し
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
思
想
が
悪
い
、
金
に
執
着
す
る
と
批
判
さ
れ
た
治
保
は
当
然
、
激
怒
し

た
。
翠
軒
は
、「
当
時
茫
然
自
失
、
何
の
愚
按
も
無
レ

之
、
只
あ
き
れ
候
の

ミ
ニ
御
座
候
」「
君
徳
之
明
を
損
し
候
様
成
事
仕
候
ハ
、
不
届
至
極
」
と
慨
嘆

（
　
）
１４た

（
　
）
１５る

し
て
い 

。
こ
の
と
き
翠
軒
は
幽
谷
と
絶
交
し
た
。
そ
れ
以
前
の
編
纂
の
問

題
も
あ
る
が
、
身
の
お
か
れ
た
現
状
も
考
え
ず
に
激
烈
な
藩
主
批
判
を
行
っ

た
た
め
と
い
え
る
。

　
文
化
年
間
の
封
事
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
「
丁
卯
封
事
」
と
八
年

の
「
辛
未
封
事
稿
」
を
取
上
げ
る
。

　「
丁
卯
封
事
」
は
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
一
二
月
に
襲
封
し
た
新
藩
主

治
紀
が
、
就
職
に
あ
た
り
四
年
三
月
に
広
く
藩
内
に
意
見
を
求
め
た
の
に
応

え
て
、
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
二
回
、
幽
谷
は
江
戸
に
召

さ
れ
て
諮
問
に
預
っ
て
い 

。
治
紀
は
改
革
に
意
欲
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

　「
丁
卯
封
事
」
の
概
略
を
紹
介
す
る
と
、
最
初
に
藩
主
の
心
構
え
を
説
い

た
の
ち
に
、
家
老
以
下
の
主
要
な
役
職
の
沿
革
と
職
分
を
説
い
て
い
る
。
そ

の
な
か
で
、
大
臣
に
は
人
材
が
い
な
い
の
で
改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、

日
帳
役
と
大
吟
味
方
と
郡
方
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
の
三
職
に
関
し

て
は
と
く
に
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

　「
辛
未
封
事
稿
」
は
、「
此
間
は
久
し
く
改
革
向
之
得
失
不
レ

承
候
は
、
何

と
か
心
ぼ
そ
く
様
に
存
候
」
と
の
治
紀
か
ら
の
諮
問
に
応
え
て
、
執
筆
し
た

も
の
で
あ
る
。
治
紀
は
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
三
月
か
ら
翌
七
年
四
月
ま

で
水
戸
に
い
た
が
、
こ
の
こ
ろ
に
は
改
革
の
雰
囲
気
は
弱
ま
っ
て
い
た
。
帰

国
し
た
治
紀
に
幽
谷
は
「
何
事
も
拝
謁
の
上
、
追
々
可
二

申
上
一

と
」
考
え
た

が
、「
執
政
よ
り
言
路
を
被
レ

塞
候
間
、
御
参
府
已
前
申
上
度
儀
も
相
控
」
え

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ 

。

　「
辛
未
封
事
稿
」
は
、
改
革
が
後
退
し
て
い
る
と
し
て
、
大
臣
の
勢
力
が

増
大
し
て
い
る
こ
と
、
初
政
の
美
談
と
さ
れ
た
調
達
金
の
停
止
な
ど
が
、
ふ

た
た
び
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
後
に

「
御
一
新
」
の
仕
方
は
「
彼
是
工
夫
」
も
し
た
け
れ
ど
も
、
書
面
で
は
長
く
な

る
の
で
、「
此
度
は
一
ケ
条
も
相
認
指
上
不
レ

申
候
」
と
書
い 

よ
う
に
、
以

前
の
封
事
に
比
べ
る
と
具
体
的
な
追
究
は
甘
い
。
そ
れ
だ
け
藩
主
治
紀
へ
の

（
　
）
１６る

（
　
）
１７る

（
　
）
１８る

（
　
）
１９た
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激
励
と
い
っ
た
側
面
が
強
く
出
て
い
る
。

　
文
化
年
間
の
幽
谷
は
、
水
戸
藩
第
一
の
学
者
と
し
て
の
地
位
と
評
価
を
確

保
し
て
い
っ
た
。
地
位
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
四
月
に
は
総
裁
副
職
と

な
り
、
四
年
八
月
に
は
総
裁
に
就
任
し
た
。
七
年
一
二
月
の
『
大
日
本
史
』

朝
廷
献
上
に
あ
た
っ
て
は
、「
進
大
日
本
史
表
」
を
治
紀
に
代
わ
っ
て
作
文

し
た
。
治
紀
は
幽
谷
を
信
頼
し
た
。
文
化
五
年
九
月
と
六
年
一
月
に
幽
谷
に

意
見
を
求
め
た
手
書
で
は
、「
先
生
」
と
呼
ん
で
い
る
ほ
ど
で
あ 

。　

　
治
紀
の
幽
谷
へ
の
信
頼
は
、
諫
言
す
る
学
者
と
し
て
の
み
で
は
な
か
っ

た
。
改
革
を
実
践
す
る
推
進
者
と
し
て
も
期
待
し
た
。
治
紀
は
藤
田
派
を
登

用
し
た
の
み
で
な
く
、
幽
谷
自
身
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
か
ら
九
年
に

か
け
て
、
改
革
の
核
心
と
い
え
る
郡
奉
行
を
勤
め
た
の
で
あ
る
。

三
．「
丁
巳
封
事
」
の
分
析

　「
丁
巳
封
事
」
が
理
論
的
な
問
題
を
扱
う
の
は
、
主
と
し
て
最
初
と
最
後

の
部
分
で
あ
る
。
以
下
、
冗
長
で
は
あ
る
が
、
引
用
し
な
が
ら
注
解
を
加
え

 

。
　「
丁
巳
封
事
」
は
最
初
、
治
保
を
「
聡
明
」
で
「
学
問
」
の
あ
る
理
想
の

君
主
と
し
て
、「
義
公
以
来
、
一
人
の
み
」
と
讃
え
る
。
こ
れ
は
諂
諛
で
は

な
く
、
治
保
は
多
才
で
聡
明
な
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
は
最
後

に
よ
り
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
し
か
る
に
今
、
国
用
は
歳

に
窮
し
、
士
風
は
月
に
衰
へ
、
民
力
は
日
に
困
し
み
て
、
政
の
大
体 
壊 
は

そ
こ
な

る
」
と
、
藩
政
が
破
綻
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
治
保
の
思

想
性
を
問
題
に
す
る
。

閣
下
、
修
身
・
斉
家
の
道
は
、
聖
賢
に
 媿
 づ
る
な
く
し
て
、
し
か
も
治

は

国
の
政
は
、
返
つ
て
管
・
商
に
如
か
ず
。
豈
に
学
問
と
政
事
と
、
そ
の

本
を
二
に
し
、
術
を
択
ぶ
こ
と
未
だ
精
な
ら
ざ
る
あ
る
か
。
然
ら
ず
ん

（
　
）
２０る

（
　
）
２１る

ば
、
何
ぞ
そ
れ
相
反
す
る
の
甚
し
き
や
。

　
治
保
は
修
身
・
斉
家
の
個
人
道
徳
の
学
問
と
政
事
と
が
分
離
し
て
い
て
、

政
治
的
成
果
を
挙
げ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
学
派
的
な
理
解
で
い
い

か
え
る
な
ら
ば
、
修
身
の
教
で
あ
る
学
問
、
朱
子
学
と
い
う
意
味
で
は
評
価

で
き
る
が
、
政
治
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、「
術

を
択
ぶ
こ
と
」
と
述
べ
る
。
幽
谷
は
「
術
」
と
い
う
用
語
を
よ
く
使
用
す
る

が
、
こ
れ
は
多
く
徂
徠
の
「
先
王
の
道
は
、
み
な
術
な 

」
の
意
味
に
解
せ

ら
れ
る
。
こ
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
徂
徠
学
的
な
方
法
が
欠

け
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
「
一
国
の
人
、
群
疑
衆
怪
し
」
て
悲
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

「
こ
れ
閣
下
の
過
に
あ
ら
ず
し
て
、
儒
者
の
道
を
談
ず
る
に
迂
闊
腐
爛
、
以

て
こ
れ
を
致
す
あ
る
な
り
」
と
述
べ
て
、
儒
者
の
理
論
と
指
導
が
悪
い
た
め

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
先
の
部
分
で
は
朱
子
学
は
道
徳
面
で
評
価
し
て
い
た

が
、
以
下
は
朱
子
学
批
判
に
な
る
。

古
よ
り
ま
さ
に
大
い
に
な
す
あ
ら
ん
と
す
る
の
君
は
、
必
ず
功
を
立
て

利
を
興
し
て
、
以
て
子
孫
の
業
を
貽
し
、
当
世
の
名
を
成
さ
ん
と
欲

す
。
し
か
る
に
後
世
の
儒
者
は
、
徒
ら
に
道
徳
仁
義
を
談
じ
て
、
功
利

を
言
ふ
を
諱
み
、
富
国
強
兵
は
、 
黜 
け
て
覇
術
と
な
す
。
そ
の
常
言
に

し
り
ぞ

曰
く
、「
仁
人
は
そ
の
道
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
功
を
謀
ら
ず
。
そ

の
誼
を
正
し
て
、
そ
の
利
を
計
ら
ず
」
と
。
殊
に
知
ら
ず
、
上
古
、
聖

人
の
道
を
立
て
教
を
設
く
る
や
、
利
用
・
厚
生
は
、
正
徳
の
先
に
在
り

て
、
六
府
・
三
事
、
こ
れ
を
九
功
と
謂
ふ
を
、
孔
子
の
政
を
論
ず
る

も
、
ま
た
兵
を
足
し
、
食
を
足
し
、
民
を
し
て
こ
れ
を
信
ぜ
し
む
る
を

以
て
先
と
な
せ
ば
、
す
な
は
ち
聖
人
の
功
利
に
汲
汲
た
る
こ
と
見
る
べ

し
。
た
だ
後
人
の
志
趣
の
卑
し
き
、 
率 おおむ
ね
近
功
小
利
に 
狃 
れ
て
、
そ
の

な

本
に
返
る
を
知
ら
ず
、
故
に
こ
れ
を
鄙
し
む
の
み
、
そ
の
実
は
功
利
何

ぞ
諱
む
べ
け
ん
や
。
且
つ
古
人
の
所
謂
、
正
心
・
修
身
な
る
も
の
も
、

（
　
）
２２り
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ま
た
ま
さ
に
以
て
な
す
あ
ら
ん
と
す
る
な
り
。
豈
に
徒
ら
に
心
を
し
て

明
鏡
止
水
の
ご
と
く
し
、
身
を
し
て
木
偶
泥
塑
の
ご
と
く
な
ら
し
む
る

の
謂
な
ら
ん
や
。

　
こ
の
段
の
最
初
の
功
利
を
興
す
古
の
君
主
の
論
は
、
徂
徠
の
「
古
の
天
子

は
、
聡
明
睿
智
の
徳
あ
り
、
天
地
の
道
に
通
じ
、
人
物
の
性
を
尽
く
し
、
制

作
す
る
所
あ
り
、
功
、
神
明
に
侔
し
く
、
利
用
厚
生
の
道
、
こ
こ
に
お
い
て

か
立
ち
、
し
か
う
し
て
万
世
そ
の
徳
を
被
ら
ざ
る
は
な 

」
を
念
頭
に
お
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
利
用
・
厚
生
・
正
徳
と
あ
る
の
は
、
原
文
は
『
書

経
』「
大
禹
謨
」
で
、
本
来
の
順
序
は
正
徳
・
利
用
・
厚
生
で
あ
る
が
、
幽

谷
が
正
徳
を
最
後
に
お
い
た
発
想
の
元
は
、
右
の
徂
徠
の
文
に
基
づ
く
の
で

あ
ろ
う
。
な
お
「
兵
を
足
し
、
食
を
足
し
、
民
を
し
て
こ
れ
を
信
ぜ
し
む

る
」
の
出
典
は
『
論
語
』「
顔
淵
」
で
あ
る
。
本
来
の
順
序
は
「
食
を
足
し
、

兵
を
足
し
」
で
あ
る
。
こ
の
転
倒
は
武
士
と
し
て
軍
国
の
政
治
を
論
じ
る
、

幽
谷
独
特
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
こ
の
一
段
も
徂
徠
学
的
な

発
想
で
政
治
を
実
践
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
朱
子
学
は
否
定
さ
れ
た
。「
後
世
の
儒
者
」
と
は
朱
子

学
者
の
こ
と
で
あ
る
。「
仁
人
」
以
下
の
引
用
は
『
漢
書
』「
董
仲
舒
伝
」
で

あ
る
が
、「
常
言
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
子
学
が
重
視
し
た
言
葉
で

あ
る
。「
道
徳
仁
義
」
の
み
を
説
く
朱
子
学
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
段
の
最
後
に
、「
古
人
の
所
謂
、
正
心
・
修
身
な
る
も
の
も
、

ま
た
ま
さ
に
以
て
な
す
あ
ら
ん
と
す
る
な
り
」
と
は
、
次
に
引
用
す
る
史
料

の
最
初
に
あ
る
よ
う
に
、『
大
学
』
の
八
条
目
と
し
て
「
治
国
・
平
天
下
」

に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
条
目
は
朱
子

学
の
修
養
の
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
続
け
て
「
心
を
し
て
明
鏡
止
水
の
ご

と
く
し
、
身
を
し
て
木
偶
泥
塑
の
ご
と
く
な
ら
し
む
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
明
鏡
止
水
」
と
は
、
心
の
悪
を
除
去
し
た
正
心
の
成
果
と
し
て
の
、
心
の

状
態
を
表
す
朱
子
学
の
用
語
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
「
身
を
し
て
木
偶
泥

（
　
）
２３し

塑
」
に
す
る
と
、
ま
っ
た
く
否
定
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幽
谷
の
説
く

「
正
心
・
修
身
」
は
、
朱
子
学
と
は
異
質
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
朱
子
学
批
判
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
、
よ
り
深
い
理
論
の
問
題
に
及

ぶ
。

大
学
の
一
書
は
、
治
国
・
平
天
下
を
主
と
す
。
し
か
る
に
後
儒
の
そ
の

義
を
衍
す
る
者
は
、
僅
か
に
斉
家
に
至
り
て
止
み
、
謂
ら
く
、
治
国
よ

り
し
て
下
は
、
た
だ
挙
げ
て
こ
れ
を
措
く
の
み
と
。
夫
れ
治
・
平
の

修
・
斉
を
以
て
本
と
な
す
は
、
固
よ
り
な
り
。
然
れ
ど
も
治
・
平
の
略
、

談
何
ぞ
容
易
な
る
。
西
山
の
こ
の
書
を
作
る
に
当
り
、
宋
の
衰
弱
極
れ

り
。
一
切
、
施
設
の
方
を
講
ぜ
ず
し
て
、
挙
げ
て
こ
れ
を
措
く
と
曰
ふ

は
、
ま
た
疎
な
ら
ず
や
。
大
抵
後
儒
の
学
、
高
な
る
は
太
極
・
無
極
の

旨
を
談
じ
、
細
な
る
は
一
草
一
木
を
究
め
て
、
事
を
論
ず
れ
ば
す
な
は

ち
先
王
の
陳
迹
に
拘
せ
ら
れ
て
、
常
に
変
通
の
機
に
昧
し
。
閣
下
の
聡

明
絶
倫
な
る
も
、
蓋
し
そ
の
か
く
の
ご
と
き
を
見
て
、
遂
に
謂
ら
く
、

儒
書
は
以
て
修
・
斉
に
資
す
べ
き
も
、
以
て
治
国
に
施
す
べ
か
ら
ず
、

と
。
こ
こ
に
お
い
て
治
国
の
術
は
、
一
切
、
時
の
よ
ろ
し
き
を 
権 
り

か

て
、
儒
書
の
説
を
用
ひ
ざ
る
の
み
。

　「
後
儒
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
朱
子
学
者
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
南
宋
の

朱
子
学
者
で
あ
る
西
山
、
真
徳
秀
の
『
大
学
衍
義
』
が
批
判
の
俎
上
に
乗
せ

ら
れ
て
い
る
。『
大
学
』
は
治
国
・
平
天
下
こ
そ
主
旨
な
の
に
、
道
徳
中
心
で

あ
る
。
そ
の
実
、
宋
は
滅
亡
の
危
機
に
あ
っ
た
の
に
、
西
山
は
対
策
を
考
え

よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
と
。

　
さ
ら
に
朱
子
学
の
根
本
で
あ
る
理
を
問
題
に
す
る
。「
太
極
・
無
極
」
と
は

「
所
二

以
然
一

理
」、
窮
極
的
原
理
で
あ
り
、「
一
草
一
木
の
理
」
と
は
「
所
二

当

然
一

理
」、
法
則
性
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
こ
の
二
種
の
理
は
異
質
な
も

の
と
と
ら
え
る
が
、
朱
子
学
で
は
同
一
の
理
の
二
側
面
と
と
ら
え
る
。
理
に

到
達
す
る
た
め
に
窮
理
の
努
力
を
し
、
修
養
す
る
の
で
あ
る
。
理
に
到
達
し
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た
も
の
が
聖
人
で
あ
り
、
道
徳
的
に
完
全
な
人
格
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
道

徳
秩
序
の
下
に
平
天
下
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
人
は
誰
で
も
、
修
養
す
れ

ば
聖
人
に
な
れ
る
、
と
朱
子
学
は
説
く
。
し
か
し
、
高
踏
的
で
精
細
な
議
論

を
す
る
朱
子
学
者
は
理
を
と
ら
え
る
た
め
に
「
先
王
の
陳
迹
に
拘
せ
ら
れ
」

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
経
の
解
釈
学
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
変
化

し
て
や
ま
な
い
現
実
に
は
、
無
智
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
。

　
こ
の
理
に
対
す
る
批
判
も
、
徂
徠
学
に
基
づ
く
と
認
め
ら
れ
る
。
徂
徠
は

理
そ
の
も
の
は
否
定
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
理
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
聖
人
の
み
で
、「
凡
人
の
能
く
せ
ざ
る
所
な
り
」
と
、
そ
れ
以
外
の
人

に
は
不
可
能
と
認
め 

。
幽
谷
も
こ
れ
を
受
け
て
い
る
。
寛
政
元
年
（
一
七

八
九
）
の
「
答
木
村
子
虚
」
で
は
、「
た
だ
聖
人
聡
明
叡
智
の
徳
、
そ
の
心
思

を
竭
し
、
以
て
天
下
の
理
を
窮
む
。
豈
に
凡
人
の
能
く
及
ぶ
所
な
ら
ん 

」

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
現
実
に
無
智
な
朱
子
学
者
を
み
て
治
保
は
、
儒
学
は
斉
家
ま
で
の
道
徳
に

は
有
効
だ
が
、
政
治
に
は
不
向
き
と
判
断
し
て
、
儒
者
の
説
を
採
用
し
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
鄙
儒
の
末
弊
」
で
な
く
て
、「
聖

人
の
大
道
に
由
る
」
る
こ
と
を
、
幽
谷
は
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
、「
人
君
の
心
を
存
し
、
誠
を
開
き
、
公
を
布
く
」
こ
と

が
重
要
で
、「
雨
露
の
恩
、
雷
霆
の
威
、
並
び
行
は
れ
」
る
よ
う
な
、
恩
威

兼
ね
備
え
た
厳
格
な
態
度
で
治
政
に
励
む
こ
と
を
望
む
。
こ
こ
で
心
を
問
題

に
す
る
が
、
こ
れ
は
朱
子
学
的
な
正
心
の
修
養
を
意
味
し
て
い
な
い
。
こ
の

よ
う
な
君
主
論
の
元
は
、
法
家
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
治
保
は
こ
の
よ
う
な
厳
格
な
精
神
で
治
政
に
励
ん
で
お
ら
ず
、

老
子
に
学
ん
で
い
る
と
幽
谷
は
み
る
。「
臣
進
見
の
初
め
、
語
ま
づ
こ
こ
に

及
べ
り
」
と
、
治
保
は
は
じ
め
て
幽
谷
に
あ
っ
た
と
き
、
老
子
に
つ
い
て

語
っ
た
の
で
あ
る
。。
老
子
は
深
遠
な
思
想
で
あ
る
が
、「
そ
の
術
は
専
ら
柔

（
　
）
２４た

（
　
）
２５や

を
以
て 
尚 
し
と
な
せ
ど
も
、
陰
謀
秘
計
、
皆
こ
れ
よ
り
出
づ
」
る
性
格
の
思

た
っ
と

想
で
あ
る
、
と
幽
谷
は
論
じ
る
。
か
く
し
て
水
戸
藩
の
現
実
は
、
次
の
よ
う

な
嘆
か
わ
し
い
状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

或
は
老
子
の
皮
膚
を
用
ひ
て
、（
中
略
）
恐
ら
く
は
純
柔
に
流
れ
て
、

委
靡
し
て
振
は
ざ
る
の
形
成
ら
ん
。
臣
下
こ
れ
に
化
す
れ
ば
、
す
な
は

ち
闇
然
と
し
て
媚
び
、
徒
ら
に
和
光
同
塵
し
て
、
剛
毅
正
直
の
風
は
、

日
に
以
て
沮
喪
し
、
国
家
の
事
ま
た
な
す
べ
か
ら
ず
。
今
日
の
陵
遅

は
、
正
に
こ
の
故
に
坐
す
る
な
り
。
長
大
息
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。

　
老
子
は
異
端
中
の
異
端
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
老
子
に
基
づ
く
と
指
摘

す
る
こ
と
は
、
治
保
に
対
し
て
儒
者
と
し
て
最
大
の
侮
辱
的
発
言
と
い
え

る
。

　
右
の
よ
う
に
藩
主
治
保
の
学
問
を
批
判
し
た
の
ち
に
本
文
に
入
る
。
そ
し

て
最
後
に
、
べ
つ
の
角
度
か
ら
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

閣
下
の
聡
明
博
学
、
多
材
多
芸
は
、
皆
群
臣
の
敢
へ
て
及
ば
ざ
る
と
こ

ろ
な
り
。
而
し
て
執
政
よ
り
以
下
、
皆
、
教
を
閣
下
に
受
け
、
閣
下
目

指
気
使
し
て
、
群
臣
奉
承
し
、
或
は
敢
へ
て
違
ふ
も
の
な
し
。

　
聡
明
な
治
保
は
臣
下
を
自
由
に
使
っ
て
成
績
を
挙
げ
て
い
る
と
、
讃
え
て

い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。「
大
臣
の
国
に
当
る
者
は
、
不

学
無
術
」、
そ
の
う
え
、
次
の
よ
う
な
失
態
に
陥
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。

閣
下
、
詳
を
好
む
の
失
は
、
委
任
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
成
功
を
責

む
る
能
は
ず
。
或
は
人
君
を
以
て
下
有
司
の
職
を
侵
す
に
至
れ
ば
、
す

な
は
ち
群
臣
は
罪
を
畏
れ
、
過
を
救
ひ
て
こ
れ
遑
あ
ら
ず
。
た
れ
か
敢

へ
て
四
体
を
展
布
し
、
力
を
そ
の
職
に
竭
す
者
あ
ら
ん
。

　「
聡
明
博
学
、
多
材
多
芸
」
な
治
保
は
、
藩
政
の
些
細
な
こ
と
ま
で
気
を

使
う
。
こ
れ
で
は
家
臣
に
委
任
し
て
、
そ
の
成
果
を
評
価
す
る
君
主
の
役
は

は
た
せ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
下
役
人
の
職
務
さ
え
自
ら
行
う
。
そ
の
た

め
に
家
臣
は
罪
過
を
恐
れ
て
、
職
務
に
励
め
な
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
も
徂
徠
学
か
ら
発
想
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
政
治
学
で
あ
っ

た
徂
徠
学
は
、
制
度
化
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
君
主
と
そ
れ
を
支
え

る
君
子
と
か
ら
な 

。
幽
谷
の
右
の
指
摘
は
、
制
度
が
不
完
全
で
あ
り
、
ま

た
治
保
の
性
格
の
た
め
に
十
分
機
能
し
て
い
な
い
と
説
い
て
い
る
の
で
あ

る
。

　「
丁
巳
封
事
」
は
、「
学
を
講
じ
徳
を
修
む
る
は
、
ま
さ
に
虚
文
を
去
つ
て

実
効
を
務
む
べ
し
」
と
、
藩
主
治
保
に
学
問
的
反
省
を
も
と
め
る
。
朱
子
学

や
老
子
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
政
治
学
で
あ
る
徂
徠
学
に
基
づ
い
た
政

治
を
行
う
よ
う
に
説
い
た
の
で
あ
る
。

四
．
文
化
の
封
事

　
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
五
月
の
「
丁
卯
封
事
」
に
お
い
て
は
、
人
君
の

あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
治
紀
に
説
い
て
い 

。

仁
道
の
根
本
は
、
人
君
克
己
復
礼
を
以
て
其
身
を
修
め
、
能
近
取
レ

譬

の
方
を
以
て
人
を
治
め
給
は
ゞ
、
内
外
表
裏
不
二

行
届
一

筈
は
無
レ

之
事

に
御
座
候
。

　
こ
れ
が
朱
子
学
に
基
づ
く
発
言
と
は
た
だ
ち
に
い
え
な
い
が
、
少
な
く
と

も
「
丁
巳
封
事
」
が
修
身
を
否
定
的
に
み
て
、
意
義
を
論
じ
よ
う
と
し
な

か
っ
た
の
と
は
、
大
変
な
違
い
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
続
け
て
治

政
の
あ
り
方
を
述
べ
て
、「
御
仁
政
の
儀
、
古
を
揆
り
、
道
徳
事
業
一
致
に

出
る
様
被
レ

遊
候
は
ゞ
、
無
二

此
上
一

御
儀
と
奉
レ

存 

」
と
述
べ
た
の
も
、
同

じ
趣
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
徂
徠
学
が
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
封
事
は
政
治
に
関
す

る
意
見
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
取
上
げ
な
い
が
、
徂
徠
学
的

要
素
は
多
く
認
め
ら
れ
る
。「
丁
巳
封
事
」
と
異
な
る
点
は
、
朱
子
学
も
徂

（
　
）
２６る

（
　
）
２７る

（
　
）
２８候

徠
学
も
一
長
一
短
が
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
の
よ

う
に
論
じ 

。

後
世
儒
者
の
道
学
を
論
ず
る
、
多
く
は
専
ら
教
化
を
先
と
し
て
事
業
に

疎
な
り
。
才
子
の
経
済
を
論
ず
る
、
多
く
は
専
ら
功
利
を
務
て
徳
教
を

略
に
す
。
皆
一
偏
に
て
御
座
候
。

　
道
徳
と
事
業
の
一
致
を
目
指
し
て
、
朱
子
学
と
徂
徠
学
の
長
所
を
有
効
に

活
用
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朱
子

学
者
の
発
言
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な 

。

是
迄
の
姿
は
、
宋
人
の
申
候
患
、
柔
弱
而
不
レ

振
、
怠
惰
而
不
レ

粛
、

苟
且
偸
安
而
不
レ

知
二

長
久
之
計
一

と
申
候
勢
に
相
当
候
様
奉
レ

存
候
。

　
寡
聞
の
私
に
は
、
こ
の
宋
人
が
誰
か
は
わ
か
ら
な
い
。
発
言
の
内
容
は
政

治
的
な
も
の
で
あ
る
が
、「
丁
巳
封
事
」
の
よ
う
な
雰
囲
気
で
は
、
と
て
も

宋
学
の
学
者
の
発
言
を
取
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
朱
子
学
的
な
発
言
が
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
無
能
な
大
臣
を
い

か
に
扱
う
か
を
論
じ
た
な
か
で
、『
大
学
』
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

 

。
大
学
に
秦
誓
を
引
候
如
く
、
縦
ひ
他
の
技
無
レ

之
候
へ
共
、
休
々
焉 

如
レ

有
レ

容
に
し
て
、
媢
疾
の
心
な
き
人
に
候
は
ゞ
、
先
づ
其
通
に
て

よ
ろ
し
く
御
座
候
。

　『
大
学
』
は
、
朱
子
学
が
重
視
し
た
四
書
の
第
一
で
あ
る
。「
丁
巳
封
事
」

で
も
取
上
げ
ら
れ
た
が
、
朱
子
学
は
八
条
目
の
治
国
・
平
天
下
に
目
を
む
け

ず
、
道
徳
的
側
面
の
み
重
視
す
る
と
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で

は
、「
心
」
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
四
月
の
「
辛
未
封
事
稿
」
に
な
る
と
、
よ
り
明

確
に
朱
子
学
的
な
心
性
を
論
じ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
封
事
に
お
い
て
幽
谷

は
、
治
紀
に
治
政
に
取
組
む
姿
勢
と
し
て
、「
何
と
ぞ
至
誠
無
レ

息
と
申
語

を
以
て
御
存
養
被
レ

遊
、
自
強
不
レ

息
と
申
語
を
以
て
御
奮
励
被
レ

遊 

」
よ

（
　
）
２９る

（
　
）
３０る

（
　
）
３１る

（
　
）
３２候
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う
に
期
待
し
た
。
こ
こ
で
精
神
面
を
語
っ
た
「
至
誠
」
と
、「
存
養
」
す
な
わ

ち
「
存
心
養
性
」
は
『
孟
子
』
が
出
典
と
み
な
せ
る
か
ら
、
か
な
ら
ず
し
も

朱
子
学
と
は
い
え
な
い
が
、
心
性
を
重
視
す
る
と
い
う
意
味
で
は
朱
子
学
的

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
辛
未
封
事
稿
」
で
は
、
明

ら
か
に
幽
谷
は
朱
子
学
の
心
の
修
養
を
説
く
の
で
あ 

。

刑
賞
の
二
つ
は
天
命
天
討
よ
り
出
候
而
、
人
君
私
心
の
喜
怒
に
被
レ

任

候
に
は
無
レ

之
、
天
道
に
代
り
て
善
を
挙
げ
悪
を
去
る
の
義
に
て
仁

人
、
能
愛
レ

人
、
能
悪
レ

人
と
申
も
此
所
の
真
実
に
よ
く
行
届
事
を
申

候
。
是
非
の
心
は
人
皆
有
レ

之
候
間
、
蔽
は
れ
候
所
さ
へ
無
レ

之
候
へ

ば
、
善
悪
の
分
り
兼
候
事
は
無
レ

之
候
。

　
こ
こ
で
幽
谷
は
「
天
命
」「
天
討
」「
天
道
」
と
徂
徠
学
的
な
口
吻
を
漏
ら

す
が
、「
人
君
私
心
の
喜
怒
」
を
否
定
す
る
。
喜
怒
は
情
で
あ
っ
て
朱
子
学

に
と
っ
て
は
性
善
を
蔽
う
情
欲
の
悪
と
し
て
、
正
心
の
修
養
に
よ
っ
て
心
か

ら
除
去
す
る
、
正
確
に
は
情
は
節
制
す
る
対
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
是
非

の
心
は
人
皆
有
レ

之
」
と
朱
子
学
の
性
善
説
の
上
に
立
っ
て
、「
蔽
は
れ
候
所

さ
へ
無
レ

之
」
ば
、
す
な
わ
ち
情
欲
の
悪
に
蔽
わ
れ
な
け
れ
ば
、
善
悪
の
判

断
は
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
幽
谷
は
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
朱

子
学
的
な
正
心
の
修
養
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
間
に
引
用
さ

れ
て
い
る
「
仁
人
、
能
愛
レ

人
、
能
悪
レ

人
」
は
、
さ
き
に
み
た
『
大
学
』「
秦

誓
」
の
引
用
に
続
く
文
で
あ
る
。

　
朱
子
学
の
正
心
の
意
義
を
認
め
た
幽
谷
は
、
当
然
、
朱
子
学
者
と
そ
の
著

作
を
高
く
評
価
す
る
よ
う
に
な
る
。「
丁
巳
封
事
」
で
は
真
西
山
の
『
大
学
衍

義
』
を
扱
き
下
ろ
し
た
幽
谷
で
あ
っ
た
が
、「
唐
の
仇
士
良
が
其
党
に
戒
め

た
る
説
抔
、
大
学
衍
義
に
て
御
覚
可
レ

被
レ

遊 

」
と
、
む
し
ろ
必
読
書
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
人
君
の
心
を
論
じ
て
、
次
の
よ
う
に
謝
良
佐
を
引

用
し
て
合
理
化
す 

。

剛
柔
寛
猛
、
い
づ
れ
も
其
心
よ
り
発
し
て
其
政
に
施
し
候
へ
ば
、
端
レ

（
　
）
３３る

（
　
）
３４候

（
　
）
３５る

本
澄
レ

末
、
た
ゞ
人
君
の
御
一
心
に
在
レ

之
事
と
奉
レ

存
候
。
然
ば
天
下

帰
仁
の
本
は
、
克
レ

己
の
御
工
夫
専
要
に
御
座
候
。
克
己
の
説
さ
ま
ざ

ま
有
レ

之
候
へ
共
、
謝
良
佐
が
言
に
克
レ

己
須
下

従
二

性
偏
難
レ

克
處
一

克

 
将  
去 
上

と
申
候
事
、
実
に
天
下
の
至
言
と
奉
レ

存
候
。

モ
チ
 ル

　
政
治
に
厳
格
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
君
主
の
心
が
元
で
あ
る
。
君

主
に
は
克
己
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
謝
良
佐
が
が
い
う

よ
う
に
、
性
の
偏
り
の
克
ち
が
た
い
と
こ
ろ
か
ら
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
性
と
は
、
理
で
あ
る
本
然
の
性
で
は

な
く
、
情
欲
に
あ
た
る
気
質
の
性
で
あ
る
。
謝
良
佐
と
は
、
朱
子
が
学
ん
だ

程
子
の
高
弟
で
、
も
ち
ろ
ん
朱
子
に
も
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
。

　
右
に
み
た
よ
う
に
、
文
化
年
間
に
な
る
と
、
幽
谷
は
朱
子
学
を
肯
定
的
に

扱
う
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
、
後
年
ほ
ど
、
そ
の
程
度
は
進
行
し
て
い
る
と

展
望
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
．
転
換
の
理
由
と
展
望

　
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）、
幽
谷
二
四
歳
の
と
き
の
「
丁
巳
封
事
」
に
み
た

よ
う
に
、
二
〇
代
の
幽
谷
は
徂
徠
学
の
徒
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
折
衷
的
な

幽
谷
の
思
想
に
お
い
て
、
朱
子
学
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。「
丁
巳
封
事
」
に
お
い
て
も
、
個
人
の
道
徳
思
想
と
し
て
の
意
義
は
消

極
的
で
は
あ
る
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
朱
子
学
の
根
本
で
あ
る
理

は
、
窮
理
の
対
象
と
し
て
は
否
定
さ
れ
た
。
明
鏡
止
水
の
心
の
状
態
を
理
想

と
す
る
正
心
の
修
養
法
も
否
定
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
道
徳
思
想
と
し
て
の
朱

子
学
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
は
、「
丁
巳
封
事
」
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
封
事
で
は
、
徂
徠
学
に
基
づ
い
て
政
治
を
行
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

の
み
で
あ
る
。

　
三
〇
代
の
文
化
年
間
に
な
る
と
、
幽
谷
の
思
想
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
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る
。
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
三
四
歳
の
と
き
の
「
丁
卯
封
事
」
で
は
、
徂

徠
学
と
朱
子
学
と
の
長
所
を
取
入
れ
る
方
針
を
打
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

心
を
問
題
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
三
八
歳
の
文
化
八
年
の
「
辛
未
封
事
稿
」

で
は
、
よ
り
積
極
的
に
心
の
問
題
を
取
上
げ
て
、
朱
子
学
の
情
欲
の
悪
を
除

去
す
る
正
心
の
修
養
法
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

　
幽
谷
が
道
徳
思
想
と
し
て
の
朱
子
学
を
積
極
的
に
評
価
し
、
ま
た
正
心
の

修
養
法
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
徂
徠
学
な
ど
と
理
論
的
な

問
題
を
い
か
に
整
合
さ
せ
た
か
、
朱
子
学
の
道
徳
論
を
ど
こ
ま
で
取
入
れ
た

か
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
と
も
か
く
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
、
徂
徠
学
と
同

じ
程
度
に
朱
子
学
を
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
理

論
的
な
解
明
は
で
き
な
い
が
、
な
ぜ
朱
子
学
を
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
を
、
次
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
朱
子
学
を
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
第
一
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

が
、『
大
日
本
史
』
紀
伝
の
校
訂
作
業
に
従
事
し
た
点
で
あ
る
。
寛
政
年
間

は
一
一
年
（
一
七
九
九
）
の
光
圀
百
年
遠
忌
ま
で
の
完
成
を
目
指
し
て
、
鋭

意
作
業
中
で
あ
っ
た
。
紀
伝
は
朱
子
学
的
な
名
分
論
に
よ
っ
て
、
道
徳
批
判

を
す
る
伝
記
集
で
あ
る
。

　
幽
谷
は
志
表
廃
止
に
反
対
す
る
立
場
を
固
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
一
方

で
は
朱
子
学
へ
傾
斜
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
折
の
寛

政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
、
江
戸
か
ら
高
橋
坦
室
が
水
戸
に
出
張
し
て
き
た
。

坦
室
は
幽
谷
の
家
に
寓
居
し
た
。
担
室
は
幽
谷
と
と
も
に
、
翠
軒
の
方
針
に

反
対
し
た
中
心
人
物
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
二
人
は
暇
の
あ
る
と
き
に
『
大

日
本
史
』
の
基
本
的
な
問
題
に
関
し
て
討
議
し
た
。
そ
れ
は
「
題
名
」
と
「
紀

伝
書
法
」
と
「
志
表
」
と
「
論
賛
」
で
あ 

。
こ
の
う
ち
の
「
題
名
」
と

「
論
賛
」
と
は
、
三
大
議
と
し
て
提
起
さ
れ
て
、
尊
王
絶
対
化
の
水
戸
学
の

思
想
形
成
に
貢
献
し
た
こ
と
は
一
節
に
み
た
。

　「
紀
伝
書
法
」
と
は
、
道
徳
的
に
ど
の
よ
う
な
表
現
、
書
き
方
を
す
る
か

（
　
）
３６る

で
あ
る
。
優
れ
て
朱
子
学
的
な
問
題
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
幽

谷
と
討
論
し
た
坦
室
の
思
想
は
、「
長
じ
て
赤
水
に
学
び
て
、
濂
閩
の
学
を

学
び
、
性
理
を
説
く
こ
と
娓
娓
と
し
て
休
ま 

」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

担
室
は
長
久
保
赤
水
の
弟
子
で
、「
濂
閩
の
学
」
朱
子
学
を
学
ん
で
、
そ
の

性
理
説
を
説
い
て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
幽
谷
と
坦
室
は
思
想
的
に
異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
い
か
に
意
見

の
一
致
を
み
、
協
力
で
き
た
か
は
明
確
で
な
い
。
紀
伝
の
完
成
と
志
表
廃
止

に
反
対
と
い
う
大
問
題
が
、
可
能
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
幽
谷
は
『
大
日
本

史
』
の
朱
子
学
的
な
問
題
点
を
、
朱
子
学
者
の
坦
室
と
討
論
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
た
め
に
幽
谷
の
朱
子
学
に
関
す
る
見
解
は
、
徐
々
に
肯
定
的
な
も

の
へ
と
代
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
政
治
と
関
わ
る
な
か
で
、
人
の
善
悪
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
っ
た
点
が
考
え
ら
れ
る
。「
丁
巳
封
事
」
に
は
、「
彼
の
姦
人
は
、
司
会

の
職
に
居
る
こ
と
、
久
し
か
ら
ず
と
な
さ 

」
と
、
大
坂
か
ら
借
金
を
す
る

勘
定
奉
行
を
「
姦
人
」
と
と
ら
え
た
。
一
時
、
彼
ら
は
退
け
ら
れ
た
が
、
文

化
年
間
に
な
っ
て
ふ
た
た
び
登
用
さ
れ
よ
う
と
し
た
。「
辛
未
封
事
稿
」
で

は
、「
姦
党
共
時
め
き
、
江
戸
登
り
之
事
、
さ
て
さ
て
不
思
議
な
る
次 

」

と
嘆
い
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
大
臣
が
無
能
に
も
か
か
わ
ら
ず
権
力

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
言
路
日
々
に
塞
り
、
君
子
道
消

し
、
小
人
道
長
ず 

」
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
無
能
な
大
臣
や
反
改
革
派

は
無
反
省
な
の
で
あ
る
。
幽
谷
は
制
度
の
み
で
な
く
、
人
物
を
直
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
第
三
に
本
人
の
資
質
の
問
題
が
あ
る
。「
丁
巳
封
事
」
は
、
謹
慎
中
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
上
呈
さ
れ
た
。
し
か
も
、
藩
主
治
保
の
思
想
が
悪
い
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
主
君
に
対
し
て
絶
対
忠
誠
が
当
然
で
あ
る
武
家
社
会
に
あ
っ

て
、
幽
谷
の
こ
の
言
動
は
異
常
で
あ
る
。
主
命
に
逆
ら
う
行
為
は
、
文
政
七

年
（
一
八
二
四
）
に
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
年
、
水
戸
藩
領
の
大
津
浜
に
イ
ギ

（
　
）
３７ず

（
　
）
３８ず

（
　
）
３９第

（
　
）
４０る
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リ
ス
人
が
上
陸
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
。
幕
府
は
釈
放
を
決
め
、
水
戸
藩
も

従
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幽
谷
は
軟
弱
な
対
応
を
責
め
、
そ
れ
で

は
「
堂
堂
た
る
神
州
、
一
具
眼
の
人
な
し
」
だ
と
い
っ
て
、
息
子
の
東
湖
に

大
津
へ
行
っ
て
、
釈
放
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
切
り
殺
せ
と
命
じ
た
の
で
あ

 

。
　
ま
た
幽
谷
は
、
宋
の
文
天
祥
の
「
正
気
歌
」
を
盃
を
持
ち
節
を
付
け
て
歌

い
、
語
っ
た
と
東
湖
は
伝
え
て
い 

。
主
命
を
軽
ん
じ
逆
ら
い
、
亡
国
に
忠

誠
を
尽
く
し
た
文
天
祥
を
讃
え
る
、
幽
谷
は
情
熱
的
で
志
士
的
な
人
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
大
義
の
た
め
に
は
主
命
に
も
逆
ら
い
、
命
さ
え
も
惜
し
ま
な
い
。
こ
の
純

粋
な
志
士
的
な
精
神
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
自
分
自
身
の
心
に
向
か
い
あ

い
、
善
、
誠
で
あ
る
こ
と
に
、
日
常
的
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
朱
子
学
的
な
正
心
の
修
養
で
あ
る
。

　
幽
谷
が
朱
子
学
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
理
由
は
、
以
上
の
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
徐
々
に
本
人
も
無
自
覚
の
う
ち
に
進
行
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
で
は
幽
谷
の
思
想
は
徂
徠
学
と
朱
子
学
の
折
衷
と
い
う
か
た
ち

で
完
成
の
域
に
達
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
弘
化
四
年
（
一
八

四
七
）
に
幽
谷
の
思
想
を
語
っ
た
と
い
う
、
弟
子
の
会
沢
正
志
斎
の
『
下
学

邇
言
』
に
よ
る
と
、
彼
ら
の
思
想
は
、
理
論
的
に
は
大
き
く
仁
斎
学
に
依
拠

し
て
い
る
。
一
般
道
徳
論
も
仁
斎
学
で
あ
る
。
朱
子
学
は
治
者
と
し
て
の
教

養
と
精
神
、
徂
徠
学
は
政
策
論
と
神
道
論
と
、
大
局
的
に
は
位
置
づ
け
ら
れ

 

。
な
ぜ
、
そ
う
な
っ
た
か
に
関
し
て
は
、
幽
谷
も
正
志
斎
も
こ
の
時
期

に
、
も
し
く
は
こ
の
時
期
に
関
し
て
理
論
的
に
ま
と
ま
っ
た
著
作
を
残
し
て

い
な
い
の
で
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
神
道
論
に
言
及
し
た
が
、
寛
政
か
ら
文
化
に
か
け
て
の
水
戸

学
の
形
成
期
の
お
お
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
尊
王
絶
対
化
の
一
環
と
し
て
神

道
の
導
入
で
あ
る
。
彼
ら
は
徂
徠
学
の
ほ
か
に
、
国
学
、
本
居
学
の
影
響
を

（
　
）
４１る

（
　
）
４２る

（
　
）
４３る

受
け
て
神
道
論
を
形
成
し
て
い
く
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
明
確
に
論
証
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
考
察
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
稿
を
改
め
て
論
じ
よ
う
。

参
照
文
献

（
１
） 

以
下
は
、
吉
田
一
徳
『
大
日
本
史
紀
伝
志
表
撰
者
考
』（
風
間
書
店
、
一
九
六

〇
年
）、『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈡
（
水
戸
市
役
所
、
一
九
六
九
年
）、
尾
藤
正
英

「
水
戸
学
の
特
質
」（『
水
戸
学
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
な
ど
を
参

照
し
た
。
な
お
拙
著
『
後
期
水
戸
学
研
究
序
説
』（
本
邦
書
籍
、
一
九
八
六
年
）、

『
水
戸
学
と
明
治
維
新
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
） 

小
宮
山
楓
軒
「
翠
軒
先
生
遺
事
」（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
茨
城
県
立
歴
史

館
写
真
版
）。
文
化
八
年
「
川
口
緑
野
宛
翠
軒
書
簡
」『
翠
軒
先
生
手
簡
』
上
所
収

（
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
、
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
）。

（
３
） 

寛
政
六
年
、
藤
田
幽
谷
「
宍
戸
侯
御
内
書
愚
按
之
趣
書
付
相
窺
候
」『
幽
谷
全

集
』
七
〇
六
・
七
〇
四
頁
、
吉
田
弥
平
、
一
九
三
五
年
。
な
お
年
代
は
吉
田
一
徳

前
掲
書
（
六
九
六
頁
）
に
よ
る
。

（
４
） 

翠
軒
の
廃
志
提
案
を
め
ぐ
っ
て
は
、
拙
稿
「
立
原
翠
軒
の
廃
志
提
案
」『
茨
城

の
思
想
研
究
』
７
（
茨
城
の
思
想
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
５
） 
『
水
戸
市
史
』
中
卷
㈡
（
五
〇
四
頁
）
で
は
、「
翠
軒
が
致
仕
を
命
ぜ
ら
れ
た
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
小
宮
山
楓
軒
の
『
楓
軒
紀
談
』（
国
立
国
会
図
書
館
所

蔵
、
茨
城
県
立
歴
史
館
写
真
版
）
と
『
史
林
年
表
』（
東
京
大
学
図
書
館
所
蔵
、

茨
城
県
立
歴
史
館
写
真
版
）
に
よ
っ
て
い
る
。
一
方
、
吉
田
一
徳
は
「
致
仕
を
願

出
た
」（
前
掲
書
、
七
一
〇
頁
）
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
出
典
が
明
確
で
な

い
。

（
６
） 

岡
崎
正
忠
「
修
史
復
古
紀
略
」
一
四
頁
、『
大
日
本
史
』（
後
付
及
索
引
）
所
収
、

義
公
生
誕
三
百
年
記
念
会
、
一
九
二
九
年
。

（
７
） 

川
口
緑
野
「
史
館
事
記
」（
一
一
頁
、
同
右
書
所
収
）
に
、「
公
曰
く
可
也
。
論
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賛
を
刪
る
こ
と
、
つ
い
に
決
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
論
賛
は
刪
去
さ
れ
た
と
一

般
に
い
わ
れ
る
が
、
現
行
の
『
大
日
本
史
』
に
は
論
は
付
い
て
い
る
。
た
だ
し
、

『
大
日
本
史
論
賛
』（『
近
世
史
論
集
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
と
比

較
す
る
と
、
大
幅
に
改
訂
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
８
） 

茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
、
寛
政
九
年
『
往
復
書
案
』（
和
７
・
３
３
・
３
０
、

整
理
番
号
）。

（
９
） 
「
修
史
復
古
紀
略
」
七
頁
、
前
掲
書
所
収
。

（
　
） 
『
水
府
系
纂
』（
彰
考
館
所
蔵
、
茨
城
県
立
歴
史
館
写
真
版
）。
な
お
以
後
、
水

１０
戸
藩
士
の
履
歴
に
関
し
て
は
『
水
府
系
纂
』
に
よ
る
。

（
　
） 
「
長
久
保
赤
水
宛
書
簡
」「
宍
戸
侯
御
内
書
愚
按
之
趣
書
付
相
窺
候
」『
幽
谷
全

１１
集
』
六
九
五
～
七
一
六
頁
。

（
　
） 
『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈡
、
四
九
八
～
四
九
九
頁
。

１２
（
　
） 
「
丁
巳
封
事
」『
水
戸
学
』
二
九
～
三
〇
頁
。『
幽
谷
全
集
』
五
六
三
～
五
六
四

１３
頁
。

（
　
） 
（
８
）
と
同
じ
。

１４
（
　
） 
「
丁
巳
封
事
」『
水
戸
学
』
三
一
頁
。『
幽
谷
全
集
』
五
六
四
頁
。

１５
（
　
） 
（
８
）
と
同
じ
。

１６
（
　
） 
「
丁
卯
封
事
」『
幽
谷
全
集
』
五
七
五
頁
。

１７
（
　
） 
「
辛
未
封
事
稿
」『
幽
谷
全
集
』
六
二
五
頁
。

１８
（
　
） 

同
右
、
六
二
六
頁
。

１９
（
　
） 
「
武
公
よ
り
幽
谷
へ
の
手
書
」『
幽
谷
全
集
』
六
一
五
・
六
二
七
頁
。

２０
（
　
） 

以
下
の
「
丁
巳
封
事
」
の
引
用
は
、『
水
戸
学
』
二
六
～
二
九
頁
・
四
四
～
四

２１
五
頁
と
『
幽
谷
全
集
』
五
六
一
～
五
六
三
・
五
七
三
～
五
七
四
頁
。

（
　
） 
「
弁
名
」『
荻
生
徂
徠
』
四
七
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
。

２２
（
　
） 

同
右
、
六
三
頁
。

２３
（
　
） 

同
右
、
一
五
〇
頁
。

２４
（
　
） 
「
答
木
村
子
虚
」『
幽
谷
全
集
』
二
四
〇
頁
。
幽
谷
は
青
少
年
時
代
は
古
学
中
心

２５

で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
徂
徠
学
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
仁
斎
学
も
学

ん
で
一
定
の
評
価
を
し
て
い
る
。「
答
木
村
子
虚
」
に
お
い
て
も
、
理
は
「
死
物
」

と
の
仁
斎
の
見
解
を
否
定
し
て
い
る
が
、
一
応
検
討
し
て
い
る
（
同
書
、
二
四

一
頁
）。
し
か
し
、
後
年
の
幽
谷
は
理
論
的
基
礎
を
仁
斎
学
に
お
く
。
理
も
否
定

さ
れ
る
（
拙
稿
「
水
戸
学
と
伊
藤
仁
斎
」『
茨
城
の
思
想
研
究
』
８
、
二
〇
〇
八

年
）。
寛
政
九
年
の
段
階
で
の
仁
斎
学
の
位
置
づ
け
は
明
確
に
で
き
な
い
が
、

「
丁
巳
封
事
」
の
論
調
か
ら
い
っ
て
、
理
の
問
題
も
徂
徠
学
の
立
場
か
ら
の
批
判

と
認
め
ら
れ
る
。

（
　
） 
「
弁
名
」
前
掲
書
、
一
八
一
頁
。

２６
（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

２７

１７

（
　
） 
「
丁
卯
封
事
」『
幽
谷
全
集
』
五
七
六
頁
。

２８
（
　
） 

同
右
、
五
七
八
頁
。

２９
（
　
） 

同
右
、
五
七
七
頁
。

３０
（
　
） 

同
右
、
五
八
〇
頁
。

３１
（
　
） 
「
辛
未
封
事
稿
」
前
掲
書
、
六
一
六
頁
。

３２
（
　
） 

同
右
、
六
一
八
頁
。

３３
（
　
） 

同
右
、
六
一
九
頁
。

３４
（
　
） 

同
右
、
六
二
五
頁
。

３５
（
　
） 
「
修
史
復
古
紀
略
」
一
五
頁
、
前
掲
書
所
収
。

３６
（
　
） 
「
史
館
事
記
」
九
頁
、
前
掲
書
所
収
。
な
お
引
用
文
は
、「
後
に
太
田
錦
城
と

３７
遊
び
、
頗
る
そ
の
考
証
学
を
学
ぶ
」
と
続
く
。
錦
城
と
は
幽
谷
も
深
く
交
わ
っ

た
。
錦
城
の
墓
表
は
幽
谷
が
書
い
て
い
る
（「
錦
城
先
生 
大 
田
才
佐
墓
表
」『
幽
谷

（
マ
マ
）

全
集
』
三
〇
〇
～
三
〇
二
頁
）。
錦
城
は
考
証
学
の
大
家
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
編

纂
事
業
を
よ
り
よ
く
進
め
る
た
め
に
錦
城
と
交
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
い
つ
か
ら
交
流
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
錦
城
と

の
交
流
は
彼
ら
の
理
論
形
成
に
直
接
、
影
響
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え

ば
、
正
志
斎
は
、
水
戸
学
の
理
論
形
成
に
影
響
を
与
え
た
日
本
人
の
儒
者
を
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「
下
学
邇
言
」（『
水
戸
学
全
集
』
⑵
、
三
〇
三
～
三
〇
五
頁
、
日
東
書
院
、
一
九

三
三
年
）
と
「
及
門
遺
範
」（『
幽
谷
全
集
』
七
八
七
頁
）
で
数
名
挙
げ
て
い
る
が
、

錦
城
は
い
ず
れ
に
も
入
っ
て
い
な
い
。

（
　
） 
「
丁
巳
封
事
」『
水
戸
学
』
三
五
頁
。『
幽
谷
全
集
』
五
六
七
頁
。

３８
（
　
） 
「
辛
未
封
事
稿
」
前
掲
書
、
六
二
一
頁
。

３９
（
　
） 

同
右
、
六
一
六
頁
。

４０
（
　
） 

藤
田
東
湖
「
回
天
詩
史
」『
新
訂
東
湖
全
集
』
四
頁
、
博
文
館
、
一
九
四
〇
年
。

４１
（
　
） 
「
和
文
天
祥
正
気
歌
」
同
右
書
、
三
六
七
頁
。

４２
（
　
） 
（
　
）
の
拙
稿
参
照
。

４３

２５

  吉田俊純：藤田幽谷の思想的展開
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